
広報うみ　２３　広報うみ　

　

宇
美
町
に
は
、
多
種
多
様
な
公
共
施
設
が
整
備
さ
れ
、
町

民
の
貴
重
な
財
産
と
し
て
日
々
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

方
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
は
、
維
持
管
理
の
た
め
の
経
費
が
か

か
り
、
そ
の
多
く
は
、
住
民
の
皆
様
か
ら
の
税
金
と
施
設
を

利
用
す
る
方
か
ら
の
使
用
料
等
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
に
宇
美
町
公
共
施
設
の
使
用
料
の
全
面
改

定
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
際
に
、
今
後
、
町
民
が
利
用

す
る
公
共
施
設
の
使
用
料
の
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
の

物
価
状
況
等
を
鑑
み
、
原
則
と
し
て
３
年
毎
に
行
う
こ
と
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
、
平
成
24
年
度
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
第
２
回
目
の

公
共
施
設
の
使
用
料
の
改
定
が
行
わ
れ
ま
す
。
使
用
料
の
算

定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
22
年
度
の
施
設
の
利
用
に
係
る

決
算
額
と
施
設
利
用
の
状
況
等
を
基
に
算
出
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　

な
お
、
施
設
使
用
料
の
減
免
等
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
に
つ

き
ま
し
て
は
、
今
回
は
、
見
直
し
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
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宇

美

町

公

共

施

設

の

使

用

料

金

が

改

定

さ

れ

ま

す

【宇美町公共施設使用料金額表】

種類 区分 単位 旧料金 新料金 備考

宇美町立中央公民館

文

化

施

設

１時間

会議室

体育館

和室

調理室

素焼き

本焼き

第５研修室

和室

第４研修室

第２研修室

大ホール

大研修室

多目的室

第１研修室

陶
芸
窯

託児室

多目的室

会議室

研修室１

研修室２

文化研修室

研修室３

研修室２

芝生広場

体育館

和室

調理室

研修室１

研修室４

多目的ホール

研修室Ａ

研修室Ｂ

研修室Ｃ

1,200円

400円

300円

300円

400円

300円

300円

300円

300円

1,800円

300円

300円

1,500円

2,500円

400円

300円

300円

300円

300円

300円

500円

900円

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,200円

500円

500円

500円

800円

300円

200円

200円

200円

200円

200円

200円

200円

1,500円

200円

200円

1,500円

2,500円

400円

200円

200円

200円

200円

200円

700円

800円

200円

200円

200円

200円

200円

200円

1,100円

400円

400円

400円

宇美町住民福祉センター

宇美町立研修所

宇美南町民センター

宇美町地域交流センター

１時間

１時間

１時間

１時間

１回

体育館を半面利用する場合の
使用料は、規定使用料の２分の
１の額とする。

体育館を半面利用する場合の
使用料は、規定使用料の２分の
１の額とする。

研修室を可動間仕切りで仕
切って利用する場合の１室毎
の使用料は、規定使用料の２分
の１の額とする。

グラウンド

照明施設

グラウンド

照明施設

体育館

グラウンド

体育館

グラウンド

体育館

グラウンド

照明施設

体育館

グラウンド

照明施設

体育館

体育館

グラウンド

照明施設

体育館

グラウンド

照明施設

体育館

種類 区分 単位 旧料金 新料金 備考

学

校

施

設

１時間

200円

300円

200円

200円

200円

200円

200円

200円

100円

200円

200円

100円

200円

200円

100円

200円

200円

100円

200円

200円

400円

200円

100円

700円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

100円

300円

100円

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。
照明施設を半灯で利用する場合の使用単位は、
２時間とする

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。
照明施設を半灯で利用する場合の使用単位は、
２時間とする

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。
照明施設を半灯で利用する場合の使用単位は、
２時間とする

宇美中学校

宇美東中学校

宇美南中学校

宇美小学校

宇美東小学校

桜原小学校

原田小学校

井野小学校

占用利用

個人利用

温水シャワー

照明施設

野球場

グラウンド

サッカー用具

陸上競技用具

放送設備

テニスコート

会議室

照明施設

多目的広場

照明施設

照明施設

体育館

グラウンド

照明施設

グラウンド

野球場

弓道場

グラウンド

種類 区分 単位 旧料金 新料金 備考

運

動

施

設

１時間

4,800円

200円

3,000円

2,400円

700円

1,000円

2,300円

500円

400円

200円

300円

700円

500円

100円

400円

500円

ー

200円

600円

5,300円

200円

200円

700円

1,000円

2,100円

600円

400円

200円

200円

500円

500円

100円

400円

500円

200円

200円

500円

会議室

剣道場

柔道場

800円

800円

300円

600円

600円

200円

１時間

１時間

１時間

１回

体育館を半面利用する場合の使用料は、規定使
用料の２分の１の額とする。

１時間

１式１回

個別１回

１回

１回

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１回の利用は２時間以内とし、温水シャワー使用料を含む。

占用利用

全点灯

半点灯

会議室の利用は、大会等に伴う場合に限る。
陸上競技用具及びサッカー用具を町内者が利用
するときは、当該使用料の全額を減免する。

全点灯

半点灯

剣道場の冷暖房を利用する場合の使用料は、規
定使用料の２倍の額とする。

宇美町総合スポーツ公園

宇美町総合スポーツ公園

附帯設備

宇美町原の前スポーツ公園

林崎多目的広場

林崎テニス場

寺浦運動広場

天ケ熊多目的運動場

昭和鉄工グラウンド

宇美町立弓道場

ひばりが丘グラウンド

宇美勤労者体育センター

宇美町立武道館

3,000円

4,900円 3,800円

1,900円

1,000円1,000円

5,000円 5,000円

200円

2,100円 2,100円

4,600円 4,300円

１回

平
成
24
年
４
月
１
日
以
降
の
施
設

利
用
分
か
ら
対
象
に
な
り
ま
す
。


